
公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要性、
投資効果

関係法令、構造基準
等との適合性

早急対応の必要性
用地補償の有無、管
理者等との調整の有
無

2
河
川・
砂防

八田川 綾部市下八田町 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

8
河
川・
砂防

八戸地川 舞鶴市八戸地 護岸補修 ×
④安心・安全に対する効果が
少ない     ×

10 道路
舞鶴野原港高浜
線

舞鶴市田井 防護柵等 ○  ○ ○ ○ ○ ○

12
河
川・
砂防

高野川 舞鶴市高野由里 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

13
河
川・
砂防

中西川 舞鶴市高野由里
土砂撤去・大型土のう

設置 × ①京都府以外が管理する施設     ×

17
河
川・
砂防

高野川 舞鶴市野村寺 河床整正 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

19
河
川・
砂防

八田川 綾部市梅迫町 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

21
河
川・
砂防

木住川・畑口川 綾部市五津合町 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

速効性

名　　　　　称

技術審査（第２段階チェック）結果

対象種別

府民協働型インフラ保全事業　技術審査一覧

受付
番号

提案施設

提案概要

工事の仕分け等（第１段階チェック）

技術審査
結果

所在地

安心・安全整備 
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22
河
川・
砂防

荒倉川 綾部市高津町 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

23
河
川・
砂防

荒倉川 綾部市高津町 護岸補修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

24
河
川・
砂防

荒倉川 綾部市高津町 護岸補修 ×
③相当の事業期間を要する大規
模な工事     ×

25 道路
舞鶴綾部福知山
線

綾部市上杉町 転落防止柵 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

33
河
川・
砂防

上林川 綾部市八津合町 土砂撤去等 ○  ○ ○ ○ ○ ○

34 道路
舞鶴綾部福知山
線

綾部市於与岐町 側溝改修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

35 道路 小浜綾部線 綾部市老富町 桝改修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

36
河
川・
砂防

岡田川 舞鶴市下漆原 護岸補修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎
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37
河
川・
砂防

岡田川 舞鶴市下漆原 護岸補修 × ①京都府以外が管理する施設     ×

38
河
川・
砂防

岡田川 舞鶴市下漆原 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

39
河
川・
砂防

安場川 綾部市上延町 土砂撤去等 ○  ○ ○ ○ ○ ○

42
河
川・
砂防

青谷川 舞鶴市今田 土砂撤去等 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

44 道路 舞鶴宮津線 舞鶴市下漆原 標識等設置 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

45 道路 舞鶴宮津線 舞鶴市下漆原 標識等設置 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

46
河
川・
砂防

上林川 綾部市睦合町 通路補修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

47
河
川・
砂防

荒倉川 綾部市高津町 倒木撤去 ○  ○ ○ ○ ○ ◎
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48
河
川・
砂防

荒倉川 綾部市高津町 土砂撤去 ×
④安心・安全に対する効果が少
ない     ×

58
河
川・
砂防

伊佐津川 舞鶴市上安久 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

59
河
川・
砂防

向田川 綾部市篠田町 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

61
河
川・
砂防

伊佐津川 綾部市於与岐町 護岸補修 ×
④安心・安全に対する効果が少
ない     ×

62 道路 物部西舞鶴線 綾部市志賀郷町 歩道拡幅 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

69
河
川・
砂防

犀川 綾部市石原町 土砂撤去等 ×
④安心・安全に対する効果が少
ない     ×

70
河
川・
砂防

志楽川 舞鶴市鹿原 護岸補修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

71
河
川・
砂防

岡田川 舞鶴市西方寺 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎
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73
河
川・
砂防

八戸地川 舞鶴市八戸地 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

79
河
川・
砂防

睦志川 綾部市五津合町 護岸補修等 ○  ○ ○ ○ ○ ○

80 道路 舞鶴和知線 綾部市五津合町 横断水路の土砂撤去 × ①京都府以外が管理する施設     ×

83
河
川・
砂防

寺田川 舞鶴市寺田 護岸補修 ×
④安心・安全に対する効果が少
ない     ×

84
河
川・
砂防

寺田川 舞鶴市寺田 護岸補修 ×
④安心・安全に対する効果が少
ない     ×

85
その
他

下安久（急）西
吉原Ⅱ（急）

舞鶴市下安久 樹木撤去 ○
⑤他事業で着手（予定）してい
る工事     △

86
河
川・
砂防

上林川 綾部市睦寄町 護岸補修 × ①京都府以外が管理する施設     ×

88 道路 綾部大江線 綾部市西方町 管渠改修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎
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89 道路 西方川 綾部市西方町 浚渫 ×
④安心・安全に対する効果が少
ない     ×

90
河
川・
砂防

草壁川 綾部市睦寄町 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

92 道路
舞鶴綾部福知山
線

綾部市栗町 法面保護 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

93 道路
舞鶴綾部福知山
線

綾部市栗町 歩道改修 ×
②特定の個人や団体等の利益が
限定     ×

95 道路
綾部大江宮津線
舞・鶴綾部福知
山線

綾部市栗町 交差点部防護柵設置 ×
③相当の事業期間を要する大規
模な工事     ×

96
河
川・
砂防

伊佐津川 綾部市於与岐町 護岸補修 ×
④安心・安全に対する効果が少
ない     ×

97
河
川・
砂防

伊佐津川 綾部市於与岐町 護岸補修 ×
④安心・安全に対する効果が少
ない     ×

99
河
川・
砂防

八田川 綾部市梅迫町 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎
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100
河
川・
砂防

八田川 綾部市梅迫町 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

103
河
川・
砂防

岡田川 舞鶴市上漆原 護岸補修 ○
⑤他事業で着手（予定）してい
る工事     △

106 道路 広野綾部線 綾部市下替地町 桝改修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

107
河
川・
砂防

上林川 綾部市十倉向町 浚渫 ×
④安心・安全に対する効果が少
ない     ×

108
河
川・
砂防

上林川 綾部市十倉向町 護岸改修 ×
④安心・安全に対する効果が少
ない     ×

109 道路 篠田七百石線 綾部市七百石町 側溝蓋設置 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

110 道路
物部梅迫停車場
線

綾部市七百石町 区画線補修等 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

112
河
川・
砂防

福井川 舞鶴市下福井 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎
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113
河
川・
砂防

大野辺谷川 舞鶴市下福井 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

121 道路
舞鶴野原港高浜
線

舞鶴市赤野 防護柵設置 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

123
河
川・
砂防

桧川 舞鶴市大俣 浚渫 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

150 道路 小倉西舞鶴線 舞鶴市森 防護柵設置 ×
③相当の事業期間を要する大規
模な工事     ×

155
河
川・
砂防

上林川 綾部市忠町 護岸補修 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

174
河
川・
砂防

祖母谷川 舞鶴市溝尻町 河床整正 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

175 道路 池辺京田線 舞鶴市布敷 薄層舗装 ○  ○ ○ ○ ○ ◎

176
河
川・
砂防

犀川 綾部市館町 竹林伐採 ○  ○ ○ ○ ○ ◎
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◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　③道路バイパス工事や河川整備など相当の事業期間を要する大規模な工事
　④危険な状況にない箇所や効果が一時的なもの、利便性向上、環境整備に関する工事
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　４項目について◎、○、△、×の評価を記入

【技術審査結果】 

◎：実施（採択） 

〇：一部実施（採択） 

△：他事業実施（不採択） 

×：実施しない（不採択） 
 

保留：二次募集の案件と合わせて再審査 
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